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厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

令和４年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について 

 

 

平素より、介護保険行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

介護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

（令和３年 11月 19日閣議決定）に基づき、本年２月から９月までの間、「介護

職員処遇改善支援補助金」により実施することとしているところです。 

令和４年 10 月以降の措置については、大臣折衝事項（令和３年 12 月 22 日）

において、「令和４年 10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を３％程

度（月額平均 9,000 円相当）引き上げるための措置を講じることとする」とさ

れ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、

現在社会保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところで

す。 

介護サービス事業所・施設におかれましては、こうした状況も踏まえ、本年２

月より、介護職員の処遇改善を行っていただくようお願いいたします。 

参考として、第 206回社会保障審議会介護給付費分科会（令和４年１月 12日

開催）の資料（別添）を共有するとともに、当該措置の詳細については、分科会

での議論を踏まえ、今後お知らせいたします。 

  



（別記） 

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国社会福祉法人経営者協議会 

高齢者住まい事業者団体連合会 

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 

一般社団法人 全国介護付きホーム協会 

一般社団法人 高齢者住宅協会 

 


